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先
発
医
薬
品
希
望
者
の
自
己
負
担
の
仕
組
み

　
６
月
か
ら
、
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
が
あ
る
薬
で
、
先

発
医
薬
品
の
処
方
希
望
者
は
、
特
別
の

料
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特

別
の
料
金
と
は
、
先
発
医
薬
品
と
後
発

医
薬
品
の
価
格
差
の
２
分
の
１
相
当
の

料
金
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
例
え
ば
、

先
発
医
薬
品
の
価
格
が
１
錠
１
０
０

円
、
後
発
医
薬
品
の
価
格
が
１
錠
60

円
の
場
合
、
差
額
40
円
の
２
分
の
１

で
あ
る
20
円
を
、
通
常
の
１
～
３
割

の
患
者
負
担
と
は
別
に
特
別
の
料
金

と
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・「
特
別
の
料
金
」
は
課
税
対
象
で

あ
る
た
め
、
消
費
税
分
を
加
え
て
の

支
払
い
と
な
り
ま
す
。

・
端
数
処
理
の
関
係
な
ど
で
特
別
の

料
金
が
２
分
の
１
ち
ょ
う
ど
に
な
ら

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

・
後
発
医
薬
品
が
い
く
つ
か
存
在
す

る
場
合
は
、
薬
価
が
一
番
高
い
後
発

医
薬
品
と
の
価
格
差
で
計
算
し
ま
す
。

・
薬
剤
料
以
外
の
費
用
（
診
療
・
調

剤
の
費
用
）
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。

先発医薬品
※医療上の必要性がある場合 保 険 給 付 患者負担

後発医薬品 保 険 給 付 患者負担
先発医薬品と
後発医薬品の価格差

先発医薬品
※患者が希望する場合 保 険 給 付 患者負担 特 別 の

料 金

価格差の 1/2 相当

患者負担の総額

〇【
特
別
の
料
金
」
の
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１ 

全
て
の
先
発
医
薬
品
が「
特
別
の
料
金
」
を
支
払
う
対
象
と
な
り

ま
す
か
。

Ａ 

い
わ
ゆ
る
長
期
収し
ゅ
う
さ
い
ひ
ん

載
品
と
呼
ば
れ
る
同
じ
成
分
の
後
発
医
薬
品
が

あ
る
先
発
医
薬
品
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
２ 

な
ぜ「
特
別
の
料
金
」
を
支
払
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
か

Ａ 

み
な
さ
ん
の
保
険
料
や
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
る
医
療
保
険
の
負
担
金

を
公
平
に
し
、
将
来
に
わ
た
り
国
民
皆
保
険
を
守
っ
て
い
く
た
め
、
国

は
、
価
格
の
安
い
後
発
医
薬
品
へ
の
置
き
換
え
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
医
療
上
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
よ
り
価
格
の

高
い
一
部
の
先
発
医
薬
品
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、「
特
別
の
料
金
」
と

し
て
、
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
６
月
か
ら
、
後
発

医
薬
品
の
さ
ら
な
る
使
用
促
進
に
向
け
て
、「
特
別
の
料
金
」
を
先
発
医

薬
品
と
後
発
医
薬
品
の
価
格
差
の
２
分
の
１
相
当
と
し
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
医
療
機
関
・
薬
局
の
収
入
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
保
険
給

付
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
保
険
財
政
の
改
善
に
つ
な
が
り
ま
す
。

Ｑ
３ 

ど
の
よ
う
な
場
合
に「
特
別
の
料
金
」
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま

す
か
。

Ａ 

例
え
ば
、
使
用
感
や
味
な
ど
、
薬
の
有
効
性
に
関
係
の
な
い
理
由

で
先
発
医
薬
品
を
希
望
す
る
場
合
に「
特
別
の
料
金
」
を
負
担
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
過
去
に
当
該
後
発
医
薬
品
に
お
い
て
副
作
用
が
出
た

こ
と
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
医
師
や
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
な
ど
に
相
談

く
だ
さ
い
。

Ｑ
４ 

流
通
の
問
題
な
ど
に
よ
り
、
医
療
機
関
や
薬
局
に
後
発
医
薬
品

の
在
庫
が
な
い
場
合
に
は「
特
別
の
料
金
」
が
発
生
し
ま
す
か
。

Ａ 

流
通
の
問
題
な
ど
に
よ
り
、
医
療
機
関
や
薬
局
に
後
発
医
薬
品
の

在
庫
が
な
い
場
合
に
は
、「
特
別
の
料
金
」
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
国
民
健
康
保
険
係

　
☎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］

　

特別の料金の対象となる医
薬品の一覧などはこちらへ

後発医薬品（ジェネリック医
薬品）に関する基本的なこと


